
国際会計基準審議会（IASB）は、2017年10月に
IFRS第9号「金融商品」の改訂を公表しました。本改
訂は「負の補償を伴う期限前償還要素」に関する改訂
であったものの、結論の根拠において、借入金などの
金融負債の条件変更時の会計処理が同時に明確化され
ました。
本改訂により、認識の中止を伴わない金融負債の条
件変更から生じる利得又は損失は、即座に純損益に認
識することが明確になりました（＜表1＞参照）。明
確化の前は、条件変更後のキャッシュ・フローに基づ
き実効金利を修正し、金融負債の残存期間にわたって
条件変更の影響を反映するアプローチが実務では一般
的であったため、本改訂は実務に大きな影響を与えて
います。そこで、本稿では金融負債の条件変更時の会
計処理を紹介します。なお、文中の意見にわたる部分
は、筆者の私見であることをお断りします。

金融負債の条件変更が生じた場合、まず、その条件
変更が大幅な変更に該当するか否かを判定します。大
幅な条件変更と判定された場合は、既存の金融負債の
認識を中止して新たな金融負債を認識します。具体的
には、当初の実効金利で割り引いた新しい条件下での
キャッシュ・フロー（貸手に対する手数料を含む）の
現在価値が、当初の金融負債の残存するキャッシュ・
フローの割引現在価値から10％以上乖

かい

離
り

する場合には、
大幅な条件変更とみなされます。この比較は、一般的
に「10％テスト」と呼ばれています。また、この乖離
が10％未満であっても、金融負債の条件変更が根本
的なものであり、即時に認識を中止することが適切な
場合もあります。例えば、通貨が条件変更前後で変わ
る場合や、プレーンな負債性金融商品から資本の要素
が組み込まれたハイブリッドな金融商品に変わる場合
など、性質的に大きな変化が生じる場合には、10％
テストの結果にかかわらず、認識の中止の会計処理を
行うことが適切だと思われます。

Ⅰ　はじめに

IFRS実務講座

Ⅱ　認識の中止か否かの判定

金融負債の条件変更時の会計処理
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金融部にて上場保険会社、リース会社等の会計監査に携わるとともに、金融機関のIFRS導入支援業務、J-SOX導入支援業務、損害保険会
社の設立支援業務等の各種アドバイザリー業務に従事。2016年よりIFRSデスクに所属し、IFRS導入支援業務、IFRS関連の研修講師、執
筆活動などに従事している。

「国際会計の実務 International GAAP」シ
リーズが4年ぶりにリニューアルされ、『国際会
計の実務 International GAAP 2019（上巻・
中巻・下巻）』と『国際金融・保険会計の実務 

International GAAP 2019』が刊行されました
（「出版物のご案内」は11ページ）。そこで、今号
から4回にわたって、2015年版からアップデー
トされている論点の一部を紹介します。
今号では、金融負債の条件変更時の会計処理を
取り上げます。

認識の中止となる
条件変更

認識の中止を伴わない
条件変更

手数料及び
取引コスト

条件変更に係る手数料を即
座に純損益に認識

実効金利の調整（実効金利法
を通じて期間償却）

条件変更後の
契約上の
キャッシュ・
フロー

新たに認識する金融負債の
帳簿価額を構成する

キャッチアップアプローチを
適用
• 金融負債の帳簿価額を調整
• 調整額は一時の損益として
認識

＊　枠線部分がIFRS第9号の改訂に伴い明確化された

▶表1　金融負債の条件変更時の会計処理のまとめ
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「Ⅱ　認識の中止か否かの判定」で認識の中止と判
定されなかった場合、金融負債の帳簿価額を調整しま
す。具体的には、金融負債の帳簿価額を、条件変更後
のキャッシュ・フローを当初の実効金利で割り引いた
現在価値に修正し、従来の帳簿価額との差額を一時の
損益として認識します。前述の通り、この点がIFRS第
9号の改訂により明確化されました（＜設例＞参照）。

本稿では、比較的単純化した金融負債の条件変更の

会計処理を取り上げましたが、実務ではより複雑な条
件変更も見られるため、慎重な検討が求められます。
例えば、認識の中止に該当するか否かの判定（例：無
担保から有担保に変わる条件変更が大幅な条件変更
に該当するか否かの定性的な判定）や、手数料の性
質（例：金利調整の実質を含む手数料又はその逆）に
応じた取り扱いなどに関しては、認識する損益の金額
に影響するため、特に慎重な対応が求められる点に留
意が必要です。また、例えば、成長段階にある企業が
信用力の上昇に伴い金利条件の見直し（金利の引き下
げ）などを行うケースでは、一時に多額の利益が計上
され、企業の純損益に大きなインパクトを与えること
があるため、実務的にはこの点にも留意が必要です。

Ⅳ　おわりに

Ⅲ　認識の中止を伴わない条件変更の会計処理

＜前提＞
12年1月1日に、発行条件は発行時点における独立した第三者間の取引条件である金利7％を毎年年末に後払いで支払い、21年12月31日に元本を全額

返済するという条件で100百万ポンドの借入を行った。この際、取引費用5百万ポンドが発生した。期限前返済を行わない場合、実効金利法を用いての計算
は以下の通りとなる。借入金は、当初借入額である100百万ポンドから取引費用5百万ポンドを差し引いた金額（95百万ポンド）で認識され、実効金利は
7.736％となる。

年 負債（期首） 金利
7.736％ 現金支払額 負債（期末）

百万£ 百万£ 百万£ 百万£
2012年1月1日 95.00 95.00
2012 95.00 7.35 （7.00） 95.35
2013 95.35 7.38 （7.00） 95.73
2014 95.73 7.40 （7.00） 96.13
2015 96.13 7.44 （7.00） 96.57
2016 96.57 7.47 （7.00） 97.04
2017 97.04 7.51 （7.00） 97.55
2018 97.55 7.55 （7.00） 98.10
2019 98.10 7.59 （7.00） 98.69
2020 98.69 7.63 （7.00） 99.32
2021 99.32 7.68 （107.00） －

16年に企業は財政危機に陥り、貸手に借入条件の変更を依頼した。17年1月1日に、17年と18年は金利の支払いを免除するが、2百万ポンドの手数料を
貸手に即時に支払うことで貸手と合意した。19年以降は金利年9％が年1回後払いされ、満期が23年12月31日まで2年間延長される。弁護士費用及びその
他の費用も生じたが、重要な金額ではない。
企業は当初の実効金利7.736％を用いて、条件変更後の金融負債の現在価値を計算しなければならない。条件変更後の金融負債の現在価値は以下のように

計算され、92.53百万ポンドとなる。

年 キャッシュ・
フロー 百万£ 割引係数 百万£

2017年1月1日 手数料 2.00 1 2.00
2019 金利 9.00 1/1.077363 7.20
2020 金利 9.00 1/1.077364 6.68
2021 金利 9.00 1/1.077365 6.20
2022 金利 9.00 1/1.077366 5.75
2023 金利と元本 109.00 1/1.077367 64.70

合計 92.53

これは、16年末時点の金融負債97.04百万ポンドの帳簿価額の95.4％となり、条件変更後の金融負債の現在価値（当初の借入金の実効金利で割り引く）
は当初の現在価値から4.6％の乖離となる。10％以下の乖離であり、当該条件変更は認識の中止には該当しないと判断した。
この場合、条件変更前の帳簿価額97.04百万ポンドから、再計算された現在価値90.53百万ポンドを控除した6.51百万ポンドの利益が認識される。当該
現在価値に手数料は含めていない。これは金融負債の帳簿価額の修正となり、条件変更後の残存期間にわたって償却される。なお、手数料を実効金利法に
よって各期に配分することにより、実効金利は8.1213％にまで上昇する。

▶設例　認識の中止を伴わない条件変更の会計処理

出典：『国際金融・保険会計の実務 International GAAP 2019』例8.19より筆者加工
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